
★★★「かいてき便り」を事業者内に周知し、みんなで情報を共有しましょう！！★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

令和７年４月1日発行   

 

 
○介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出について 
 
本補助金の申請では、令和７年４月１５日（火）までに介護人材確保・職場環境改善等事業計画書を東京都に提

出する必要があります。計画書の提出については、以下の HPに計画書の様式、提出フォーム及び質問フォーム

を掲載しておりますので、ご確認ください。 

※八王子市内の事業所、区市町村指定の事業所も、東京都が提出先です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇東京都福祉局＞ 高齢者＞ 介護保険＞ 東京都介護サービス情報＞ 

令和７年度介護人材確保・職場環境改善等事業について 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shokubakankyo_hojokin_r7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 
○お知らせ 

・介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出について 

・令和７年度介護職員等処遇改善加算の申請の受付開始について 

・・高齢者見守り人材向け出前講座」のご案内 

・令和６年度 訪問看護にかかる支援策について 

・介護人材関連事業について 

・介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業の令和７年度交付申請受付

を開始しました！ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・ 

 
 
 
 
 

 

 

お知らせ 

介護人材確保・職場環境等改善事業

補助金計画書

※補助金を申請する場合は必須

処遇改善計画書

※加算取得の場合は必須

体制届（加算届）

※新規取得・区分変更の場合のみ必須

居宅サービス（八王子以外） 東京都（介護保険課） 東京都（介護保険課） 東京都（介護保険課）

施設サービス（八王子以外） 東京都（介護保険課） 東京都（介護保険課） 東京都（施設支援課）

居宅サービス（八王子） 東京都（介護保険課） 八王子市 八王子市

施設サービス（八王子） 東京都（介護保険課） 八王子市 八王子市

地域密着型サービス 東京都（介護保険課） 区市町村 区市町村

総合事業 東京都（介護保険課） 区市町村 区市町村

介護職員等処遇改善加算

サービス

提出物

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shokubakankyo_hojokin_r7


 
○令和７年度介護職員等処遇改善加算の申請の受付開始について 
 

令和７年度の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書と体制届（加算届）の提出期限は令和７年４月１５日

（火）です。詳細については以下のHPをご確認ください。 

※加算Ⅴ(1)～(14)を算定中の事業所は、手続きをしないと４月以降処遇改善加算が算定できません。 

※加算の取得促進に向けた方策（令和７年度の緩和措置） 

・キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ及び職場環境等要件：申請時点で未対応であっても、令和７年度中（令和８年３月末ま

で）に対応することの誓約で可 

・キャリアパス要件Ⅳ： 440万円以上の賃上げが困難である場合は免除 

・職場環境等要件：介護人材確保・職場環境改善等事業を申請している場合は免除 

 

〇東京都福祉局＞ 高齢者＞ 介護保険＞ 東京都介護サービス情報＞ 

介護職員等処遇改善加算について 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

お知らせ 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu


 

○ 「高齢者見守り人材向け出前講座」のご案内 

高齢者を狙う悪質商法は、社会的に大きな問題になっています。高齢者の消費者被害を未然に防ぐ、又は早

期発見するために、高齢者を見守る方々のご協力が大変重要となります。 

そこで、東京都では介護事業者、ケアマネジャー、ホームヘルパーの方々をはじめとする地域の高齢者見守

りネットワークのメンバー等を対象に、都内各地で出前講座を開催しています。 

この講座では、消費生活問題に詳しい相談員などが講師として皆さまのもとに伺い、 

◎高齢者を狙う悪質商法の手口と対処法 

◎周囲の方の『高齢者見守り』のポイント 

◎被害に気づいた場合の対応（消費生活センターへの相談方法等） 

などについて、消費者被害の問題にあまり馴染みがない方にも分かりやすくご説明します。 

また、講座のテキストとして、受講後も役立つ「高齢者見守りハンドブック」を配布します。高齢者の身近で見守り

を行う方々の受講をお待ちしています。ぜひご活用ください。 

派遣期間 ： ２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで  ★土日祝日も実施できます！★ 

        ※状況により休止となる場合があります。詳細は「くらしWEB（下記）」を参照のこと。） 

講義時間 ： 原則 午前１０時から午後８時までの間で、１～２時間程度 

        （この時間帯以外をご希望の場合はご相談ください。） 

派遣場所 : 都内のご希望の場所（島しょ地域を除く。） 

費   用 ： 無  料  

申込条件 ： ●申込者・・・都内の介護事業者、福祉団体、民生・児童委員、医療機関、町会・自治会、老人クラブの

他、地域の高齢者見守りネットワークの関係者、区市町村等 

        ●受講者・・・原則１０人以上 

申込受付 ： ２０２５年４月１日から２０２６年３月１０日まで（先着２００回までで受付終了となります。） 

申込方法 ： 下記ＵＲＬ（東京くらしＷＥＢ）から申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、実施希望日の３

週間前までに下記申込先までメールまたはＦＡＸを送付してください。 

        ★申込用紙（チラシ）は、都・区市町村の消費生活センター窓口等でも入手できます★ 

 

【東京都生活文化文化局ＨＰ】東京くらしＷＥＢ 

 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/de_koza/kourei.html 

＜トップ⇒消費者教育⇒出前講座（講師派遣）⇒高齢者見守り人材向け出前講座＞ 

 

【お申込・お問合せ先】 (公社)全国消費生活相談員協会 事務局 

ＴＥＬ０３-５６１４-０６３５（月～金曜日＜祝日・年末年始除く＞午前９時３０分～午後５時） 

講座申込メール：Tmimamori@zenso.or.jp 

ＦＡＸ：０３-５６１４-０７４３ 

＊この事業は、東京都が上記の事業者に実施委託をしております。 

 

【 注意喚起情報 】 

スマートフォンのガラスフィルム割れたままでの使用は危険です！ 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kigaikiken/documents/kigai_sumahofirumu2025_02_26.html 

（2月26日 東京都消費生活総合センターより発表） 

 

鍵の出張作業を頼んだら想定外の料金に！ 

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen506.html 

（3月6日 国民生活センターより発表） 

 

 
 
 
 

お知らせ 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/de_koza/kourei.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kigaikiken/documents/kigai_sumahofirumu2025_02_26.html
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen506.html


 
○令和７年度 訪問看護にかかる支援策について 
 
東京都では、地域包括ケアの推進を図るため、在宅療養の中心的な役割を担う訪問看護ステーションへさまざ

まな支援を行っており、令和７年度も東京都訪問看護推進総合事業として、補助金事業や研修事業などを実施し

ています。 

各事業の申請方法や提出書類等の最新情報は、随時東京都ホームページにてご案内いたしますので、申請さ

れる場合は必ずご確認ください。 

【ホームページ】 東京都福祉局＞高齢者＞介護保険＞訪問看護推進総合事業   

（https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/index.html）  

 

 

＜R７年度東京都訪問看護推進総合事業＞ 

  事業名 申請期限等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

補
助
金
事
業 

（1） 認定看護師資格取得支援事業 

認定分野：訪問看護、皮膚排泄ケア、認知症看護、緩和ケア 

特定行為研修：共通科目、在宅療養にかかる科目 

５月３０日（金） 

（2） 訪問看護ステーション等事務職員雇用支援事業 

※今年度より看護小規模多機能型居宅介護事業所も対象となりまし

た。 

７月１８日（金） 

※管理者等が管理者・指導者育成研修の「基礎実務コース」ま

たは「経営安定コース」を修了していることが要件です。（Ｒ７年

度修了可） 

（3） 訪問看護ステーション代替職員（産休等）確保支

援事業 
５月３０日（金） 

 

（4） 新任訪問看護師育成支援事業 

★新卒に限らず、訪問看護が未経験であれば対象です。  

６月２７日（金） 

※具体的な採用見込みがなくても、今年度に補助金活用を希

望する場合は申請してください。※管理者指導者育成研修の

「育成定着推進コース」修了者が事業所内に在籍していること

が要件です。（R７年度修了可） 
 

 
 

 
 

そ
の
他
の
取
組 

東京都訪問看護教育ステーション 

訪問看護体験・研修の申込受付中！ 

各教育ステーションへ直接申込ください。 

※詳細はホームページをご覧ください。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/houkankyouiku.html 

管理者指導者育成研修 

※（公財）東京都福祉保健財団に委託して実施します。 

（１）育成定着推進コース 

  ５月上旬に募集開始予定 

（２）その他のコース 

  別途ご案内します。 

いきいき・あんしん在宅療養サポート訪問看護人材育

成支援事業 

在宅療養訪問看護シミュレーション研修 

※東京都立大学に委託して実施します。 

研修のスケジュール、申込みは以下のホームペ

ージをご確認ください。 

https://ikiikianshin.com/ 

訪問看護オンデマンド研修の動画公開中 

令和元年度から令和 3 年度にかけて実施した「訪問看護師オ

ンデマンド研修事業」の eラーニング研修の動画を公開してい

ます。 

お知らせ 

 東京都訪問看護推進総合事業 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/houkankyouiku.html
https://ikiikianshin.com/


訪問看護職等のスキルアップのために、ぜひご活用くださ

い！ 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLQMhyNB4q 

RZnyDTlzPTAr5MPDQTri9STE 

 

※本動画のリンクを、関係者以外に広く共有することや、「公

開」設定となっている再生リストへの追加はお控えください。 

 

【お問合せ先】  

在宅支援課 介護医療連携推進担当 TEL  ０３－５０００－７５６０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○介護人材関連事業について 

 

東京都では、介護人材の確保・定着・育成に向けた様々な取組を行っております。 

令和７年度の各事業の詳細や、募集等の最新情報は、順次、東京都福祉局ホームページ等にてご案内いたし

ますので、申請等をご検討される場合は、必ず随時ご確認ください。 

 

【東京都福祉局】（介護人材関連事業ページ） 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/jinzai.html 

※ 各事業の詳細は、上記に掲載の各事業ページへのリンクより参照できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/jinzai.html


 

○介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業の令和７年度交付申請受付を開

始しました！ 

令和７年度「介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業」の交付申請受付について、下記のと

おりご案内します。 

 

令和７年度交付申請の通常の受付期間は、本年４月から１２月末までです。本補助金は、審査完了後、

交付までに最短で約２か月を要するため、入金は本年６月以降になります。 

 

【令和７年度交付申請 受付期間】 

 ２０２５年４月１日（火）から１２月２６日（金）まで 

  

 申請手続き等の詳細は下記ポータルサイトにてご覧ください。 

●掲載先（居住支援特別手当ポータルサイト） 

https://www.kyojushientokubetsuteate.jp 

 

【事業概要】 

○ 住居費等生活コストの高い東京の実情を踏まえ、介護報酬の国の見直しが講じられる

までの間、介護職員及び介護支援専門員に対して、居住支援特別手当を支給する介護保

険サービス事業所を支援します。 

 

【手当額】 

○ 月１万円 

○ 勤続年数が１年目から５年目までの介護職員には、さらに１万円加算 

 

【お問い合わせ】 

東京都居住支援特別手当事務局 （電話 03-4500-0111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集兼発行】 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課 

TEL０３－５０００－７５５２、FAX ０３－５３８８－１３９５ 

お知らせ 

https://www.kyojushientokubetsuteate.jp/

